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在留外国人への新型コロナワクチン接種に係る周知広報について（情報提供） 
 

 

 

貴職におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策にご尽力を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

今般、厚生労働省健康局健康課予防接種室および出入国在留管理庁より、在留外国人へ

の新型コロナワクチン接種に係る周知広報について情報提供がございました。 

新型コロナウイルス感染予防のための支援等を担う地方公共団体では、言葉の壁や文化・

習慣の違いから、在留外国人に対し、感染予防のための必要な情報を伝えるのに苦慮してお

り、特に、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種（以下「ワクチン接種」という。）

に係る情報については、在留外国人一人一人に確実に伝わることが喫緊かつ重要な課題に

なっております。 

そのため、出入国在留管理庁では、住民票を有する在留外国人に対して、ワクチン接種

に係る情報を確実に伝えるためのリーフレット（別添）を作成し、各地方出入国在留管理局

等宛に事務連絡を発出されました。 

在留外国人のワクチン接種券については、事前に住民票所在地の市町村から送付され、

仮に接種券が届かない場合には、当該市町村に対して、接種券の再発行申請をすることが可

能です。また、我が国に居住しているものの住民票のない外国人については、本人確認書類

（旅券等）と居住実態を確認できる書類（公共料金に係る請求書等）を持参して、現に居住

する市町村に相談の上、個別に接種の判断を受けることとなっております。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただくと共に、貴会管下の

郡市区医師会並びに関係医療機関への周知方につき、ご高配を賜りたくよろしくお願い申

し上げます。 

 

■（参考）新型コロナワクチンに関する自治体向け通知・事務連絡等 

https://www.mhlw.go.jp/content/000818493.pdf 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000818493.pdf
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 在留外国人への新型コロナワクチン接種に係る周知広報について（情報提供） 

 

予防接種行政につきましては、日頃より御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

今般、 在留外国人への新型コロナワクチン接種に係る周知広報に関して、出入国在留管理庁

から各地方出入国在留管理局等宛てに別添のとおり通知されておりますので、御連絡いたします。 
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      在留外国人への新型コロナワクチン接種に係る周知広報について（通知） 

新型コロナウイルス感染症については，在留外国人の間においてもクラスターが

発生するなどの状況が生じています。このような中，同ウイルス感染予防のための

支援等を担う地方公共団体では，言葉の壁や文化・習慣の違いから，在留外国人に

対し，感染予防のための必要な情報を伝えるのに苦慮しているとの指摘がなされて

います。特に，新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種（以下「ワクチン接

種」という。）に係る情報については，在留外国人一人一人に確実に伝わることが喫

緊かつ重要な課題です。 

そのため，当庁において，住民票を有する在留外国人に対して，ワクチン接種に

係る情報を確実に伝えるためのリーフレット（別添）を作成しましたので，各局・

支局において，下記のとおりワクチン接種に係る情報提供に取り組んでいただきま

すようお願いします。なお，リーフレットの多言語版については，後日送付します。 

おって，管下出張所長に対しては，貴職から通知願います。 

記 

１ 趣旨 

ワクチン接種券が在留カード上の住居地に届くことや多言語対応可能な問合せ

窓口を案内することにより，ワクチン接種に関する情報を確実に伝える。 

２ 周知方法（例） 

以下のような方法を組み合わせるなど，各局の実情に応じて外国人に最も広く

確実に情報が行き渡るような方法により周知する。 

（１） 窓口及び待合室等でのリーフレットの掲示や配布 

（２） ＳＮＳやメールマガジンの活用 

３ 周知する期間 当面の間 

  終了時期については別途在留支援課から連絡する。 

KFHCD
テキスト ボックス
 別添 



 

 

４ 留意点 

  本通知発出時点では，我が国に居住する１２歳以上の者は予防接種を受けるこ

とが可能であり，接種を希望する場合は，対象者ごとの接種スケジュールに従い，

原則として住民票所在地の市町村の医療機関等で接種を受けることになる。 

ワクチン接種券は，事前に住民票所在地の市町村から送付されるが，仮に接種

券が届かない場合には，当該市町村に対して，接種券の再発行申請をすることが

可能である。 

なお，我が国に居住しているものの住民票のない外国人は，本人確認書類（旅

券等）と居住実態を確認できる書類（公共料金に係る請求書等）を持参して現に

居住する市町村に相談し，個別に接種の判断を受けることとなる。 

５ 地方公共団体からの問合せへの対応 

  本通知については，厚生労働省と協議済みで，同省健康局健康課予防接種室か

ら地方公共団体衛生主管部（局）に対して周知されるところ，本通知に関して地

方公共団体担当者から問合せがあった場合には，接種対象者などワクチン接種に

関することは厚生労働省に問い合わせるよう案内し，それ以外の当庁の制度や手

続については丁寧に説明するなど適切に対応する。 

 

 

添付物 

  リーフレット「新型コロナワクチン接種券が届きます！」 



新型コロナワクチンを受けたい外国人の皆さんへ

外国人在留支援センター

出入国在留管理庁

① 市町村から封筒が届きます。封筒に「コロナ」や「ワクチン」と書
かれていたら、内容を確認してください。

COVID-19 Vaccine

OPEN

② 新型コロナワクチン接種券は順番に届きます。接種券が届く順番
は、市町村のお知らせ（ホームページ等）を確認してください。

③ 現住所と在留カードに記載している住所が違う人は、市町村の
窓口で住所変更の手続をしてください。

④ 新型コロナワクチン接種券が届いたら、「接種のお知らせ」の内
容に従って、予約して、ワクチンを受けてください。
わからない場合には、次頁（１）から（４）にお問い合わせくだ

さい。

〇 「新型コロナワクチン接種券」と「接種のお知
らせ」を市町村が順次送付しています。（「接種
のお知らせ」例は別添のようなものです。）POINT！
〇 現住所と在留カードに記載している住所が違うと
きは接種券が届きません。すぐに、市町村の窓口で
住所変更の手続きをしてください。



かね

（１）お住まいの市町村
封筒に記載のある電話番号にかけてください。

（２）厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号：０１２０－７６１－７７０（フリーダイヤル）
受付時間：９：００～２１：００（土日・祝日も実施）
対応言語：日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・

スペイン語 9:00～21:00
タイ語 9:00～18:00
ベトナム語 10:00～19:00 

（３）外国人在留支援センターＦＲＥＳＣヘルプデスク
電話番号：０１２０－７６－２０２９（フリーダイヤル）
受付時間：９：００～１７：００（平日のみ実施）
対応言語：日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・

スペイン語・タイ語・ベトナム語・フィリピノ語・
クメール語・ネパール語・インドネシア語・
ミャンマー語・モンゴル語・フランス語・シンハラ語・
ウルドゥー語・ベンガル語

（４）地域における相談窓口（外国人生活支援ポータルサイト）

http://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005173.pdf

※ 各窓口によって対応可能な言語が異なります。

新型コロナワクチン接種券が届いてから、わからない
場合には、（１）から（４）のいずれかにお問い合わ
せください。

問合わせ

接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」を御確認ください。

※ 医療機関や接種会場を探すことができない場合は、お住まいの市町村
にお問い合わせください。
※ コロナワクチンナビで直接予約することはできません。

「コロナワクチンナビ」サイトアドレス：https://v-sys.mhlw.go.jp

・日本語

・英語

○新型コロナウイルス感染症に関する厚生労働省の電話相談窓口
電話番号：０１２０－５６５－６５３（フリーダイヤル）
受付時間：９：００～２１：００（土日・祝日も実施）
対応言語：日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・

スペイン語 9:00～21:00
タイ語 9:00～18:00 
ベトナム語 10:00～19:00

（参考）新型コロナワクチン以外の新型コロナウイルス感染症に関する

厚生労働省の電話相談窓口
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